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本日の内容本日の内容

妊娠中からの虐待予防が必要な背景

支援が必要な事例をつなぐ

事例に支援をつなぐ

妊娠中からの支援の必要性の背景妊娠中からの支援の必要性の背景

児童相談所における虐待相談対応件数の推移

子ども虐待における死亡事例の分析

児童虐待防止対策の変遷と子育て包括支援セ
ンターの設置

平成30年度児童虐待相談対応件数
159,850(速報値)
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全国児童相談所における児童虐待対応件数

日本の児童虐待重大事件日本の児童虐待重大事件

 武豊3歳女児ネグレクト死事件（愛知県2000年）、杉山春「ネ
グレクト-育児放棄 真奈ちゃんはなぜ死んだのか」（小学館）
★1

 岸和田中学生ネグレクト事件(大阪府2004年）、佐藤万作子
「虐待の家」（中公文庫） ★2

 ⾧岡京市3歳男児ネグレクト死事件（京都府2006年）、川崎・
増沢ら(2014),福村出版★3

 西区2幼児放置死事件（大阪市2010年）、杉山春「ルポ虐待
大阪二児置き去り死事件」（ちくま新書） ★4

 「⿁畜」の家 わが子を殺す親たち:厚木市乳幼児飢餓白骨化
事件、下田市嬰児連続殺害事件、足立区ウサギゲージ監禁虐待
死事件★5 ★6 ★7

 目黒区「結愛ちゃん（当時5歳）」の虐待死事件★8
 野田市小4虐待死事件★9
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第1次報告から第16次報告において心中以外の虐待死で833人、
心中で546人の子どもたちが亡くなっている:計1,379人

子ども虐待における死亡事例（人数）の推移
（児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会第1次報告から第16次報告）
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心中以外の虐待死では、
子どもの年齢は3歳までが76%、0歳児が47%を占めている

保健機関・医療機関が主に支援している
年齢層で死亡が発生している

死亡事例
年齢の内訳
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心中以外の虐待死における子どもの年齢

(第1次～第16次）

市町村（母子保健
担当部署）、医療
機関の関与が多い。

心中以外の虐待における関係機関の関与

第16次報告:妊娠期・周産期における問題
「遺棄」17例（35.2％）
「予期しない妊娠/計画しない妊娠」13例（24.1％）
「妊婦健診未受診」12例（22.2%)

「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」を踏まえた
妊娠期・周産期の対応

結果のポイント

第4次報告

H20.3

・虐待死では0-3歳が7割以上

・妊娠期の問題：母子健康手帳未発行、望まない妊娠/計
画していない妊娠、妊婦健診未受診

H21.4児童福祉法の一部改正
「乳児家庭全戸訪問事業」（第6条の3）

第7次報告

H23.7

・虐待死では0歳児が約4割
・妊娠期・周産期の問題：望まない妊娠、妊婦健診未受

診、母子健康手帳未発行

・第1次から第7次までの0日0か月死亡77事例の分析

H23.7（通知）
・妊娠期からの妊娠・出産・子育て等に係る相談体制等の整備
について
・妊娠・出産・育児に養育支援を特に必要とする家庭に係る保
健・医療・福祉の連携体制の整備について

第8次報告

H24.7

・虐待死では0歳児が4割強

・若年妊娠、望まない妊娠、妊婦健診未受診、母子健康手

帳未発行、乳幼児健診未受診

H24.11（通知）
・養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援について
・児童虐待の防止等のための医療機関との連携強化に関する
留意事項について

第12次報

告

H28.9

・虐待死では0歳児が6割、その内0か月が5割強

・望まない妊娠/計画していない妊娠、妊婦健診未受診

H28.5
児童福祉法の一部改正：児童虐待の発生予防
・母子健康包括支援センターの設置（母子保健法22条）
・支援を要する妊婦等の関係機関から市町村への情報提供
・母子保健施策が児童虐待の発生予防・早期発見に資する
（母子保健法5条）

第13次報
告

H29.8

・虐待死では0歳児が約6割、その内0か月が4割
・予期しない妊娠/計画していない妊娠、妊婦健診未受診

H29.3（通知）
要支援児童等（特定妊婦を含む）の情報提供に係る
保健・医療・福祉・教育等の連携の一層の推進について

死亡事例検証報告から妊娠期からの支援の必要性、連携の必要性が強化される

第16次報告における課題と提言
（地方公共自治体への提言）
第16次報告における課題と提言
（地方公共自治体への提言）

妊娠期から支援を必要とする養育者への支援
の強化

予期しない妊娠や子育てに関する相談がしやすいSNS
等の活用等も含めた相談支援体制整備の検討

若年者や外国人にも届きやすい妊娠・出産や経済的
支援等に関する情報の発信

特定妊婦に対する市区町村母子保健担当部署等と市
区町村虐待対応担当部署や児童相談書等が連携した
支援

「子育て世代包括支援センター」の設置、アウトリーチ
型支援の検討

平成２９年 児童福祉法の改正・虐待防止法の改正(平成３０年４月２日施行）

令和元年 児童福祉法の一部改正(令和２年４月１日、令和４月４月１日施行）
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児童福祉法改正における
児童虐待の発生予防

子育て包括支援センターの法制化:母子保
健法改正 母子健康包括支援センター（子
育て包括支援センター）

支援を要する妊産婦等に関する情報提供:
児童福祉法

母子保健施策を通じた虐待予防:母子保健
法

母子保健法改正（公布：平成29年4月1日）母子保健法改正（公布：平成29年4月1日）

第5条

国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼
児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずる
に当たっては、当該施策が乳児及び幼児に対す
る虐待の予防及び早期発見に資するものである
ことに留意するとともに、その施策を通じて、
前三条に規定する母子保健の理念が具現される
ように配慮しなければならない

第22条
市町村は、必要に応じ、母子健康包括支援セン

ターを設置するように努めなければならない

妊娠届
母子健康手帳交付

妊娠

医療機関

保健機関

出生届
新生児訪問事業

未熟児訪問事業

出生

就学

妊婦一般健康診査
両親教室
出生前保健指導事業
妊産婦訪問事業

1か月健康診査（医療機
関）
3・4か月児健康診査
乳児後期健康診査
1歳6か月児健康診査
2歳児歯科健康診査
3歳児健康診査

乳幼児経過観察健診
（市町村・医療機関）
1歳半健診フォロー親子教
室
発達相談（心理相談員）

乳児家庭
全戸訪問事業

虐待死が多く
発生している

〈乳幼児健診〉 〈経過観察〉

妊娠から出産後の切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策

①
医
療
と
保
健
の
連

携

②妊婦健診受診券 ③特定妊婦

④妊娠SOS

⑤未受診児対策の強化

妊娠中からの支援の必要性
死亡事例検証から見えてくる課題
妊娠中からの支援の必要性
死亡事例検証から見えてくる課題

家族アセスメントをどのようにしていったらいい
のだろうか→支援を必要とする妊婦・親、家族を
見極める

継続したかかわりが非常に難しい事例が多い→な
ぜ継続した関わりが難しいのか、なぜ援助を受け
ないのか→事例を分析し個々の状況に合わせた支
援が必要

周産期における医療機関と保健機関の連携をどの
ように進めていったらいいのか→親・子ども・家
族にとって一貫した支援とは・・→連携のあり方

死亡事例の周産期～乳幼児期の問題
（地方自治体死亡事例検証報告書から）

死亡事例の周産期～乳幼児期の問題
（地方自治体死亡事例検証報告書から）

事例A 事例B

飛び込み出産(母子健康手帳
未発行）

妊婦健診未受診
低出生体重児
医療機関での１か月児健診未

受診

 4か月児健診未受診
 1歳6か月児健診未受診

妊娠38週で初診
妊娠38週で妊娠届出、母子

健康手帳発行
自宅出産(墜落分娩）となり、

医療機関に救急搬送
医療機関の1か月児健診未受

診医療機関から1か月健診未受診の
ため保健機関に連絡がある。

かかわり拒否になる

かかわり拒否になる
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妊娠期からの継続した支援における周産期の
課題
妊娠期からの継続した支援における周産期の
課題

未受診妊婦

母子健康手帳未発行

飛び込み出産

0日死亡

第1次から第16次までの0歳児死亡に占める
0日死亡の割合は約4割(39.4%)
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死亡事例から見えてくる周産期からの課題と
医療機関と保健機関の連携
死亡事例から見えてくる周産期からの課題と
医療機関と保健機関の連携

周産期の支援:妊娠届、妊婦健診、医療機関と
の連携はどのようになっていたのだろうか→リ
スクアセスメント:医療機関と保健機関・関係
機関が連携し周産期(妊娠～新生児期）から支
援を始める〈事例をつなぐ〉

妊娠期、出産後の家族アセスメントはどのよう
に行っていたのか、母親・家族への支援はどの
ようにすすめていくことができたのか→支援の
ためのアセスメント:支援が必要な子ども・
親・家族をいかに見極めるか〈支援をつなぐ〉

〈事例をつなぐ〉
養育支援を必要とする家庭に関する医療機関から市町村

に対する情報提供
平成16年3月:養育支援を必要とする家庭に関する医

療機関から市町村に対する情報提供について
平成23年7月:妊娠期からの妊娠・出産・子育て等に

係る相談体制等の整備について
平成23年7月:妊娠・出産・育児期に養育支援を特に

必要とする家庭にかかる保健・医療・福祉の連携体制
の整備について

平成24年11月:児童虐待の防止等のための医療機関と
の連携強化に関する留意事項について

平成28年12月:要支援児童等（特定妊婦を含む）の情
報提供に係る保健・副詞・教育等の連携に一層の推進
について

児童虐待防止対策における医療機関の位置づけ
（児童虐待防止医療ネットワーク事業推進の手引き.平成26年）

児童虐待防止対策における医療機関の位置づけ
（児童虐待防止医療ネットワーク事業推進の手引き.平成26年）

医療機関は、妊産婦や子ども、養育者の心身
の問題に対応することにより、要保護児童や
養育支援を特に必要とする家庭を把握しやす
い立場にある。
児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応の

ためには、児童相談所及び市町村の児童福
祉・母子保健等の関係部門等と医療機関が積
極的に連携することが重要である。
虐待が発生した場合、一時保護の役割をもつ

妊娠期から乳児期までの一貫した
支援システムの構築
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地域での児童虐待防止のシステム

母子保健
担当部署

医療機関からの情報提供の対象例
（平成23年7月通知：妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする
家庭にかかる保健・医療・福祉の連携体制の整備について）

医療機関からの情報提供の対象例
（平成23年7月通知：妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする
家庭にかかる保健・医療・福祉の連携体制の整備について）

保護者の状況

 分娩時が初診

 精神疾患がある（産後うつを
含む）

 知的障害がある

 虐待歴・被虐待歴がある

 長期入院による子どもとの分
離

 妊娠・中絶を繰り返している

 望まない妊娠

 初回健診時期が妊娠中期以
降 など

子どもの状況

 胎児に疾病、障害がある

 先天性疾患

 出生直後長期入院による母
子分離

 低出生体重児

 多胎

 身体発育の遅れ

 保護者の安全確保不足によ
る事故

など

医療機関内の各場面でのポイント
（大阪府：医療機関における子ども虐待予防・早期発見・早期対応の視点～妊娠期
から乳幼児期の連携を中心に）

医療機関内の各場面でのポイント
（大阪府：医療機関における子ども虐待予防・早期発見・早期対応の視点～妊娠期
から乳幼児期の連携を中心に）

待合室:順番が待てない、他の家族とトラブル
を起こす、子どもを異様に叱ったり、怒鳴った
りする、子どもを平気で叩く、スタッフの言動
や診察内容に文句をつける、子どもの面倒を見
ない、世話をしない など

診察室:発症や受傷状況をきちんと説明できな
い、説明が変化する、受傷起点と外傷状況に齟
齬がある、保護者間で説明が食い違う、受診ま
での経過が⾧い、日頃の状態が説明できない、
子どもの病状把握ができていない など

乳児早期家庭訪問で医療機関から連絡が
あった事例の分析（第79回日本公衆衛生学会,2020)

乳児早期家庭訪問で医療機関から連絡が
あった事例の分析（第79回日本公衆衛生学会,2020)

新生児訪問依頼票
または連絡票、医療機
関からの連絡で
対象を把握

第1子の全数、
第2子以降の希望者

大学とA市担当者で
カンファレンスを実施（毎月）

乳児早期家庭訪問

＜対象＞
H27年4月からH30年3月に
乳児早期家庭訪問を実施した第1子の
乳児とその親
＜調査内容＞
基本属性（母の年齢、健康問題）
子どもの状況（出生時体重,1日体重増
加量,栄養方法）
訪問時の状況（訪問日数、把握経路、
EPDS、Bonding、
相談できる相手、経済的不安）
＜分析方法＞
訪問日数別に親、子どもの状況について比
較し、𝑥 検定
またはフィッシャーの直接確率検定を行った
(有意水準は5％)。
＜倫理的配慮＞
所属大学研究倫理委員会の承認を得た。

医療機関からの連絡事例は、夫・実母への相談ができない、心理
精神相談ありなどが多く、4か月健診以降も対応ありが多い

訪問日齢(n=856) 28日まで 28 ( 29.8 ) 66 ( 70.2 )
29日以降 76 ( 10.0 ) 686 ( 90.0 )

   夫への相談(n=853) できる 75 ( 9.8 ) 691 ( 90.2 )
できない 28 ( 32.2 ) 59 ( 67.8 )

   実母への相談 できる 83 ( 11.0 ) 672 ( 89.0 )
できない 20 ( 20.2 ) 79 ( 79.8 )

 生活苦しい(n=852) あり 22 ( 16.2 ) 114 ( 83.8 )
なし 80 ( 11.2 ) 636 ( 88.8 )

 心理精神相談 あり 23 ( 26.7 ) 63 ( 73.3 )
なし 80 ( 10.4 ) 689 ( 89.6 )

 EPDS(n=854) 9点未満 80 ( 10.7 ) 667 ( 89.3 )
9点以上 23 ( 21.5 ) 84 ( 78.5 )

 Bonding(n=856) 3点未満 63 ( 9.7 ) 586 ( 90.3 )
3点以上 41 ( 19.8 ) 166 ( 80.2 )

 方針(n=849) 特になし 3 ( 0.8 ) 364 ( 99.2 )
対応あり 100 ( 20.7 ) 382 ( 79.3 )

項 目 把握経路 p値医療機関から連絡 医療機関以外

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.008

0.099

0.000

出産時の問題または出産直後の分離 1

母親またはパートナーが19歳以下 1

パートナーの実子でない 1

双子または第一子との月齢差が18か月未満 1

身体的または知的障害があるきょうだいがいる 1

母親またはパートナーは社会的孤立感がある 1

母親またはパートナーが深刻な経済的問題がある 2

母親またはパートナーが精神的疾患をもっている 2

母親またはパートナーが薬物依存がある 2

母親またはパートナーが被虐待歴がある 2

子どもの出生時体重が2500ｸﾞﾗﾑ未満 2

シングルマザー 3

家庭内に暴力的な大人がいる 3

母親またはパートナーが子どもに無関心 3

　支援の必要度見極め指標（Browne, 2006)

支援を必要とする人を把握する:ニーズの指標
（上野昌江・山田和子監訳ケヴィン・ブラウン著：保健師・助産師による子ども虐待
予防CAREプログラム．明石書店,2012
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リスク要因の意味を理解する
（乳幼児虐待リスクアセスメント指標：保健師のための子ども虐待予防対
応マニュアル,大阪府）

リスク要因の意味を理解する
（乳幼児虐待リスクアセスメント指標：保健師のための子ども虐待予防対
応マニュアル,大阪府）

 虐待の継続（慢性、ときどき）
 年齢（2歳以下、3歳以上）
 出産状況（多胎、低出生体重児）
 分離歴（親子分離歴あり）
 身体状況（骨折、頭腹部外傷など、

小さい傷、叩かれている）
 発育状態（－2SD以下または50ﾊﾟｰｾﾝ

ﾀｲﾙ以下、発育不良）
 ケアの状態（ケアされていない）
 健康状態（慢性疾患等）
 発達状態（月齢・年齢相当か）
 親との関係（あやしても笑わない

等）
 情緒問題（無表情、視線あわない

等）
 問題行動（拒食、過食、自傷、多動

等）

 虐待の認識度(虐待行為を認めな
い）

 精神状態（精神症状の有無、うつ、
不安傾向等）

 性格等の問題（衝動的、暴行歴、
共感性の欠如）

 依存症の問題（アルコール、ギャ
ンブル、覚醒剤等）

 虐待歴（きょうだいへの虐待、
きょうだいの不審死）

 被虐待歴
 妊娠状況（望まない妊娠/計画し

ていない妊娠）

医療機関と保健機関連携の課題とポイント医療機関と保健機関連携の課題とポイント

医療機関と保健機関の活動、役割を理解する

妊産婦・家族の背景を把握する

医療機関・保健機関における気になるケース
への認識を高める

医療機関と保健機関の連携における個人情報
保護

妊娠中からの支援が必要な親・家族との信頼
関係の構築→〈支援をつなぐ〉

妊娠届出時から出産、新生児期、乳児期の一
貫した支援システムの構築

〈支援をつなぐ〉
支援のためのアセスメントが必要
（岡山県:「子どもが心配」チェックシート．平成22年）

親はどのような生育歴のなかで育ってきたのだろうか、共
感性をもって対応してもらったことがあったのだろうか

リスクアセスメントと
支援のためのアセスメント
リスクアセスメントと
支援のためのアセスメント

〈リスクアセスメント〉

虐待のリスクを把握で
きる

虐待かどうか、重症度、
通告の必要性を判断す
ることができる

関係機関と連携のとき
に情報を共有すること
ができる

〈支援のためのアセスメント〉

親がどのような生育歴
をもち現在に至ってい
るのか

親は子どもの時、自分
の親に共感性をもって
対応してもらうことがで
きたのか

親は被虐待歴があるの
ではないか

支援の必要性を共有できるが・・

支援のためのアセスメントから次の支援を考
える
支援のためのアセスメントから次の支援を考
える

10代の親
子どもの

体重増加不良

子どもの

疾病・障害

親の

精神疾患

関係がとり

にくい
経済的問題

支援の基本(2013.10.24 小林先生研修会資料) 

社会的孤立の解消（援助関係をつくる） 

生活ストレス軽減 

子どもの症状の改善 

親の育児改善や治療 

保育所
マザーグ

ループ
医療機関 療育施設 ・・・

〈何か気になる〉

〈支援は援助関

係づく りから〉

〈社会資源の開

発・関係機関との

連携〉

保健師の虐待予防の支援の構造

・・・ ・・・

要対協

支援のためのアセスメント：愛されて育っていない、生きづらさがある
〈親の生きづら

さ を認識〉

〈関係性への支援〉

妊娠・出産・育児に関する相談、必要な支援:親
を理解するために必要な情報収集
妊娠・出産・育児に関する相談、必要な支援:親
を理解するために必要な情報収集

〈母子保健の情報収集内容〉

子どもの健康生活（発
育・発達、身体的状態、
日常生活、医療・保健
サービス）

家族（母親、父親、
きょうだい、祖父母等）
の健康生活

育児の状況

〈親を理解するために必要な情報
収集内容〉

家族の生活史

親の生育歴

現在の生活上のスト
レス（親が困ってい
ることを聞き出す）

子どもと親の愛着
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妊娠・出産・育児に関する相談、必要な支援: 支
援を必要としている人を支援する:共感するとは
（スティール:虐待された子ども.明石書店)

妊娠・出産・育児に関する相談、必要な支援: 支
援を必要としている人を支援する:共感するとは
（スティール:虐待された子ども.明石書店)

 通常の支援方法では伝わらない

 親に変化をもたらすのは、知識や
技法の指導よりも自分自身のた
めに一生懸命になってくれる人の
存在そのものである

 危機に対処する際の協力的で思
いやりのある援助が不可欠。彼ら
が抱えている根本的なニーズを自
覚し,そのニーズを軽視しないよう
な援助

 時間であり、注目であり、寛容で
あり、なによりも彼らに人間として
計り知れない価値があることを認
めること

親がどのような生
育歴をもち現在に
至っているのか

親は子どもの時、
自分の親に共感性
をもって対応しても
らうことができたの
か

親は被虐待歴があ
るのではないか

10代の親
子どもの

体重増加不良

子どもの

疾病・障害

親の

精神疾患
・・ ・・

支援の基本(2013.10.24小林先生研修会資料) 

社会的孤立の解消（援助関係をつくる） 

生活ストレス軽減 

子どもの症状の改善 

親の育児改善や治療 

保育所
マザーグ

ループ
医療機関 療育施設 ・・・

〈支援を必要と

する妊婦・親・子

ども・家族の見

〈切れ目ない支援

の基本〉

〈社会資源の開

発・関係機関につ

なぐ〉

切れ目ない支援にするために

妊娠・出産・育児に関する相談、必要な支援

妊娠・出産・育児に関する相談、必要な支援:
支援がつながりにくい人への支援
妊娠・出産・育児に関する相談、必要な支援:
支援がつながりにくい人への支援
妊婦、母親、家族のこれまでの（生育歴）の厳しさ、
たいへんさ、しんどさを理解する

ひとつひとつの心配ごと、不安に丁寧に対応する
できていること、できたことをきちんと言葉にして
伝える

それをほめる
繰り返し伝えていく

医療機関から保健機関に、保健機関から医療機
関に事例の問題〈事例をつなぐ〉だけでなく、
各機関でていねいに行った妊婦、母親、家族へ
の支援を次の機関に伝える〈支援をつなぐ〉

妊娠中

•妊婦の健康状
態へ気遣い

•妊娠への思い
を丁寧に聞く

•妊娠経過、胎
児の発育状況
をわかり安く
伝える

妊娠中

•妊婦の健康状
態へ気遣い

•妊娠への思い
を丁寧に聞く

•妊娠経過、胎
児の発育状況
をわかり安く
伝える

出産時

•母親の体調
（痛みなど）
への気遣い
と対応

•母乳育児へ
の準備

•子どもへの
愛着の支援

出産時

•母親の体調
（痛みなど）
への気遣い
と対応

•母乳育児へ
の準備

•子どもへの
愛着の支援

新生児期・乳
児期

•母親の体調
（眠れないしん
どさなど）への
気遣い

•育児や家庭内
の心配ごとに
丁寧に対応す
る

新生児期・乳
児期

•母親の体調
（眠れないしん
どさなど）への
気遣い

•育児や家庭内
の心配ごとに
丁寧に対応す
る

真の切れ目のない支援とは

妊娠期から出産、育児期に〈支援をつなぐ〉

虐待予防における連携の強み虐待予防における連携の強み

医療機関と保健機関できる支援の強みを発揮する

・入院中の様子を把握できる、地域では家庭訪問できる

・親・子の健康状態へのケアができる

・生活状況を把握し支援できる

看護職の支援の特徴

・監視ではなく支援ができる立場である

・共感性ある親支援、具体的生活支援がメイン

周産期ケースは医療職が専門的役割を発揮できる

・医療機関と保健機関の専門職連携ができやすい

・妊娠から育児期まで一貫した支援ができる

Downstream
(川下対策）

Upstream
（川上対策）

指導に対して拒否的、
攻撃的

親子の愛着を育む

親への
かかわり
が難しい

飛び込み出
産、妊婦健診
未受診

子どもへ
のケアが
できない、
子どもと
かかわら
ない

親の理解者を増やす

虐待予防につながる連携・支援とは

子育てを孤立させない
社会づくり

親に自信をもってもらう

ハイリスクアプローチ

ポピュレーションアプローチ


